
生徒生活の心得 

校訓（生活指針） 

１ 礼節 ２ 勉学 ３ 勤労 ４ 練磨 

学校生活 

お互いの人格を尊重して，助け合い，明るい校風を築くように努める。 

１ 登下校は，特別な場合（校外学習・部活動）を除き，出校日・休業日であっても本校の規定による服装で登

校する。 

  その際は制服・カバンを正しく着用し，本校生徒としての自覚と品位を保つように心がける。 

２ 登校後は，下校時刻まで校外に出ない。 

３ 職員室や特別教室への出入りは，関係の先生の許可を得る。 

４ 学習用具などの所持品にはすべて記名し、不必要なものは持ってこない。 

５ 授業開始２分前に着席し，無言で学習の準備をする。 

６ 清掃は，予告の放送で速やかに作業区域に移動し，時間いっぱい無言で行う。体育服への更衣は，昼休みに

済ませておく。 

７ 備品は大切にし，整理整頓に努める。 

校外生活 

  本校の生徒としての自覚と誇りを持ち，品位ある行動を心がける。 

 １ 外出するときは，行先・帰宅時刻を保護者へ伝え，日没までには帰宅する。 

 ２ 夜間外出等は，保護者同伴とする。 

 ３ 生徒同士の夜間の外出・外泊は絶対にしない。 

 ４ 生徒同士の泊を伴うサイクリング・登山及びキャンプなどは禁止です。 

 ５ 遊技場・興行物への出入りは，鹿児島市校外生活指導連絡会の決まりを守る。７参照。 

 ６ アルバイトは担任に相談するとともに，校長の許可を得る。 

７  遊技場の許可について 

    ○…中学生だけでも可。       

    △…保護者または責任のもてる大人が同伴するときは可。 

    ×…保護者同伴でも望ましくない。  

場 所・内 容 備  考 場 所・内 容 備  考 

１ 

 

登山・釣り 

ﾊｲｷﾝｸﾞ・ｷｬﾝﾌﾟ 

△ 保護者の承諾を得て

届け出る 

６ 

 

複合型娯楽施設 

 

△ 

 

ｹﾞｰﾑｺｰﾅｰ・ﾒﾀﾞﾙｺｰﾅｰ有害図書の

あるｴﾘｱへ立ち入らない。 

２ 

 

映  画 

 

○ 

 

認定映画に限り昼間

だけ認める。 

７ 

 

テレビ雑誌等出演 

夏祭り等の興行物 

△ 

 

出演の場合，学校へ届出が必要

。 

３ ボウリング △  ８ カラオケ △ 保護者同伴に限る。 

４ 

 

スポ－ツ施設 

 

○ 

 

卓球場・バッティン

グセンタ－など。 

９ 

 

ﾛｰﾗｰｽｹｰﾄ・ｽｹｰﾄﾎﾞｰﾄﾞ 

ｷｯｸｽｸｰﾀｰ 

△ 

 

他人に迷惑をかける場所や路上

は禁止。 

５ 

 

ゲ－ムセンター 

ゲームコーナー 

× 
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マンガ喫茶 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｶﾌｪ 

× 

 

 

  ※ 鹿児島市校外生活指導連絡会の確認事項 

  ※ ラウンドワンは複合型娯楽施設になります。 



 

服装規定 

 １ 制服 

   制服は，次のとおりとする。服装の移行期間は特に設けていないので各家庭で判断する。 

   儀式的行事（入学式・卒業式時は冬用標準服でそろえる） 

  男子 校章入りの標準服（夏用・冬用） 女子 セーラー服（夏用・冬用） 

   〈中間服〉 

  男子 長袖カッターシャツ  女子 ブラウスとジャンバースカート 

   〈インナー〉 

    衛生面から考えても必ず着用する。（夏の体育等で着替えが必要な場合は予備を準備しておく） 

    ・シャツから色や柄が透けない物のみ許可。 

    ・シャツの袖や裾からはみ出さないように着用する。 

   〈靴 下〉 

    ・白・黒・紺の物も可。 

   〈 靴 〉 

    ・通学用の靴は学校で販売しているものを標準とするが，市販の運動靴も認める。ただし白色のみとす

る。 

    ・雨天時の登下校で雨靴をはいてもよい。ただし運動靴も持参すること。 

   〈ベルト〉 

    ・男子のベルトは黒・紺・茶とする。 

 

 ２ 頭髪 

   〈 男女共通 〉 

    ・前髪の長さは目にかからない長さとする。 

    ・眉は整える（眉間や生え際の産毛の処理）程度とする。 

・染髪・パーマ・脱色・極端な刈込・整髪料の使用は認めない。 

   〈 男 子 〉 

    横髪は耳が完全に隠れないようにする、後ろ髪は襟にかからないようにする。 

   〈 女 子 〉 

    肩にかかる場合は、黒・紺・茶のゴムで束ねるか、ヘアピンでとめる。 

    髪を結ぶ場合は耳よりも下で結ぶ。 

 

 ３ その他禁止事項 

    ・アイプチの使用・ピアス・ネックレス・ブレスレット・ミサンガ等のアクセサリーの着用 

  

４ その他 

    ・補助バッグは，本校指定の物を使用する。 

    ・防寒着の着用について 

     ＊黒・紺・白・茶のワンポイント程度のトレーナーやセーターまたはジャージとする。 

     ＊防寒着のそでやすそを制服の下からはみ出さないように着用する。 

     ＊暑くなって脱ぐ場合には，防寒着を脱ぎ，制服は必ず着用する。 

     ＊ズボンやスカートの下にも黒の防寒着を着用してもよい。 

     ＊パーカーやハイネックのインナーは着用しない。 

    ・防寒具の着用について 

     ＊手袋やネックウォーマー，マフラーは教室に入ったらすぐに外す。 

     ＊極寒日の登下校では部活動や外部クラブ等で着用しているスポーツタイプのジャージやウインドブレ

ーカー、ジャンバーなどを着用してもよい。 

※ 下線部分が変更になった内容です。 

以前の内容から削除された部分もありま

す。ご確認ください。 


